
 
　居宅介護支援重要事項説明書 

【令和6年4月1日現在】 
 
 
１．LIC居宅介護支援事業所の概要 

（１）居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域 
　　　　　　  ・名　　称：　LIC居宅介護支援事業所 

・所 在 地  ：　東京都府中市清水が丘3-29-5　トラットリアＫ＆Ｍ101 
・地域区分：　３級地（単位数単価　１１.０５） 
・連絡先　：　０４２－３０２－３４５７　（２４時間常時連絡体制） 
・指定番号：　居宅介護支援　（東京都指定１３７３８０３６８１） 
・提供地域：　府中市・国立市・調布市・国分寺市・小平市・三鷹市・小 
　　　　　　　金井市・稲城市 

                     　     
（２）事業所の職員体制 

・管理者　： 末武　聖士　　（主任介護支援専門員　 介護福祉士） 
・担当者名： 末武　聖士　　（主任介護支援専門員　 介護福祉士）　　　 
  

 資　格 常　勤 非 常 勤 計 備考 
管　　理　　者 上 記 参 照 １名（１）  １名（１）  
介護支援専門員 介護福祉士 １名（１）  １名（１） 管理者と兼務 

上記の資格別一覧表は、在籍する介護支援専門員数と一致するものではありません。（　）内は男性再掲 
 

（３）通常営業時間 
　　　  　　・受付時間　通常　８：３０～１７：３０ 
 
 
２．LIC居宅介護支援事業所が提供するサービス（居宅介護支援）についての相談窓口 

電　話：０４２－３０２－３４５７（２４時間常時連絡体制　転送電話にて対応） 
ＦＡＸ：０４２－３０２－３４５８ 
担    当：　末　武　　＊ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 
 
３．居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

①　サービスの申し込み 
　　まずは、お電話等でお申し込み下さい。介護支援専門員が訪問いたします。 
　　事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計
画の作成を支援します。 

②　利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して情報を収集し、解決すべ
き課題を把握します。 

③　当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等
の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めま
す。 

④　提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を
盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

⑤　居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の
対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びそ
の家族に説明し、利用者から文書による同意を受け、交付をします。 

⑥　その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 
⑦　その後も月に※１回は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し 
　　て情報を収集し、解決すべき課題を把握します。 
　※テレビ電話設置等その他の情報通信機器を活用できる環境が整っており、　利
用者から同意、サービス担当者会議等で合意があった場合、２月に１回の　訪問と



し、訪問しない月はテレビ電話等を活用し情報収集を行う。 
 
４．利用料金 
　　（１）居宅介護支援利用料金 
　　　　　　居宅介護支援利用料は、要介護度別の基本料金と加算料金により決まりま　 
　　　　　　す。 
　　　　　　介護保険制度から全額給付されるので、自己負担はありません。 
　　　　　　ただし、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場　　　　　　
　合は、１ヶ月につき該当する利用料金を自己負担して頂き、当事業所より 
サービス提供証明書を発行いたします。なお、サービス提供証明書を、府中市の介護保険の担
当窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。 

 
　　　要介護度別の料金 
　　　　居宅介護支援費（Ⅰⅰ） 
　　　　[ 取扱い件数が一人当たりの常勤換算４５件未満 ] 
　　　　　　要介護１・２　　　１２，０００円(１０８６単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　　　要介護３・４・５　１５，５９１円(１４１１単位/月×３級地１１.０５） 

 
　　　　居宅介護支援費（Ⅰⅱ） 
　　　　 [ 取扱い件数が一人当たりの常勤換算４５件以上の場合に 
　　　　　４５件以上６０件未満の部分について適用 ] 
　　　　　　要介護１・２　　　  ６，０１１円(５４４単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　　　要介護３・４・５　  ７，７７９円(７０４単位/月×３級地１１.０５） 

 
　　　　居宅介護支援費（Ⅰⅲ） 
　　　　 [ 取扱い件数が一人当たりの常勤換算４５件以上の場合に 
　　　　　６０件以上の部分について適応 ] 
　　　　　　要介護１・２　　　  ３，６０２円 (３２６単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　　　要介護３・４・５　  ４，６６３円 (４２２単位/月×３級地１１.０５） 

 
　※ケアプランデータ連携システムを活用及び事務職員の配置している場合に算定します 
　　　　居宅介護支援費（Ⅱⅰ） 
　　　　[ 取扱い件数が一人当たりの常勤換算５０件未満 ] 
　　　　　　要介護１・２　　   １２，０００円(１０８６単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　　　要介護３・４・５　１５，５９１円(１４１１単位/月×３級地１１.０５） 

 
　　　　居宅介護支援費（Ⅱⅱ）　　　　　  
　　　　[ 取扱い件数が一人当たりの常勤換算５０件以上の場合に 
　　　　　５０件以上６０件未満の部分について適用 ] 
　　　　　　要介護１・２　    　 ５，８２３円(５２７単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　　　要介護３・４・５     ７，５４７円(６８３単位/月×３級地１１.０５） 

 
　　　　居宅介護支援費（Ⅱⅲ） 
　　　　 [ 取扱い件数が一人当たりの常勤換算５０件以上の場合に 
　　　　　６０件以上の部分について適用 ] 
　　　　　　要介護１・２　    　 ３，４９１円 (３１６単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　　　要介護３・４・５　  ４，５３０円 (４１０単位/月×３級地１１.０５） 
 
　　　加算料金等 
　　　　初回（新規に居宅サービス計画を作成した場合、要介護状態区分の２段階以上 
の変更認定を受けた場合および２ヶ月間利用実績がない方が利用再開された場合）の居宅介護
支援費に加算します。 

 
　　　　初回加算　[ 初回時 ] 　　３,３１５円（３００単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　　＊要介護度別料金と加算料金等が合算される場合、単位合算を基に１１.０５ 
を乗じて計算いたします。 



 
 
　　　　[ 算定要件 ]  
　　　　　①　新規に居宅サービス計画を作成した場合。 

　　　　＊過去２ヶ月以上当該事業所で居宅サービス計画を作成していない場合　　　　　
　　　も含まれます。 
　　　　　②　要介護状態区分が２段階以上変更となった場合。 
　　　　　③　要支援者が要介護認定を受け、居宅サービス計画を作成する場合。 
 
　　　　特定事業所加算（Ⅰ）　　５，７３４円（５１９単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ] 
　　　　　①　主任介護支援専門員を２名以上配置している。 
　　　　　②　常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置している。 
　　　　　③　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係わる伝達 
　　　　　　　等を目的とした会議を定期的に開催している。 
　　　　　④　２４時間常時連絡できる体制を整備している。 
　　　　　⑤　利用者の総数のうち、要介護３～５である者の割合が４割以上である。 
 
　　　　　⑥　介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している。 
　　　　　⑦　地域包括支援センターから支援困難事例が紹介された場合に、当該事例を 
　　　　　　　受託する体制を整備している。 
　　　　　⑧　家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、 
　　　　　　　病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討 
　　　　　　　会、研修等に参加している。　　　　　　 
　　　　　⑨　特定事業所集中減算の適用が無い。 
　　　　　⑩　介護支援専門員１人あたりの利用者数が４５件以上（居宅介護支援費(Ⅱ) 
　　　　　　　を算定している場合は５０件以上）ではない。 
　　　　　⑪　法定研修等における実習受入事業所となる等、人材育成への協力体制を整 
　　　　　　　備している。 
　　　　　⑫　他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会・研究会・研修 
　　　　　　　会等を実施している。 
　　　　　⑬　必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援サービス（インフォーマル 
　　　　　　　サービス含）が包括的に提供されるよう居宅サービス計画を作成している 
 
　　　　特定事業所加算（Ⅱ）　　４，６５２円（４２１単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ]  
　　　　　　主任介護支援専門員を１名以上配置し、特定事業所加算（Ⅰ）の ② ③ ④ ⑥ 
　　　　　 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ を満たしている。 
 
　　　　特定事業所加算（Ⅲ）　　３，５６９円（３２３単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ] 
　　　　　　主任介護支援専門員を１名以上配置し、特定事業所加算（Ⅰ）の ③ ④ ⑥ ⑦ 
　　　　　 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ を満たしており、常勤かつ専従の介護支援専門員を２名 
　　　　　以上配置している。 
 
　　　　特定事業所加算（Ａ）　　１，２５９円（１１４単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ]  
　　　　　　主任介護支援専門員を１名以上配置し、特定事業所加算（Ⅰ）の ③ ④ ⑥ ⑦ 
　　　　　 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ を満たしており、常勤かつ専従の介護支援専門員を１名及び 
　　　　　非常勤（常勤換算１）の介護支援専門員を１名配置している。 
 
　　　　特定事業所医療介護連携加算１，３８１円（１２５単位/月×３級地１１．０５） 
　　　　[ 算定要件 ] 
　　　　　　特定事業所加算（Ⅰ）から（Ⅲ）のいずれかを算定した上で、前々年度の３ 
　　　　　月から前年度の２月までの間において、退院・退所加算の算定に医療機関等と　　　　　
連携を年間３５回以上行い、ターミナルケアマネジメント加算を年間１５回以 



上算定した場合。 
 
 
　　　　通院時情報連携加算　　　　５５２円（５０単位/月×３級地１１．０５） 
　　　　[ 算定要件 ]  
　　　　　　必要時に利用者が医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師また 
　　　　　は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医 
　　　　　師または歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で居宅サー 
　　　　　ビス計画等に記録した場合。 
 
　　　　入院時情報連携加算（Ⅰ）　　２，７６２円（２５０単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ] 
　　　　　　入院当日に医療機関へ情報提供した場合。（提供方法は問わない） 
　　　　　　＊入院時情報連携加算（Ⅱ）と同時算定不可です。 
 
　　　　入院時情報連携加算（Ⅱ）　　２，２１０円（２００単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ]  
　　　　　　入院後３日以内に医療機関へ情報提供した場合。（提供方法は問わない） 
　　　　　　＊入院時情報連携加算（Ⅰ）と同時算定不可です。 
　　　　 
　　　　退院・退所加算（Ⅰ）イ　　　４,９７２円（４５０単位/回×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ]  
　　　　　　退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療 
　　　　　機関や施設等との連携に応じた場合。 
                  （連携回数１回　退院・退所時カンファレンスに不参加）　　　　　　　　　 
　　　　　　＊ 初回加算との同時算定は不可です。 
　　　　　　＊ 入院または入所期間中１回を限度に算定します。 

 
　　　　退院・退所加算（Ⅰ）ロ　　　６,６３０円（６００単位/回×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ]  
　　　　　　退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療 
 
　　　　　　機関や施設等との連携に応じた場合。 
　　　　　（連携回数１回　退院・退所時カンファレンスに参加） 
　　　　　　＊ 初回加算との同時算定は不可です。 
　　　　　　＊ 入院または入所期間中１回を限度に算定します。 
　 
　　　　退院・退所加算（Ⅱ）イ　　　６,６３０円（６００単位/回×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ] 　 
　　　　　　退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療 
　　　　　機関や施設等との連携に応じた場合。 
　　　　　（連携回数２回　退院・退所時カンファレンスに不参加） 
　　　　　　＊ 初回加算との同時算定は不可です。 
　　　　　　＊ 入院または入所期間中１回を限度に算定します。 
 
　　　　退院・退所加算（Ⅱ）ロ　　　８,２８７円（７５０単位/回×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ] 　 
　　　　　　退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに医療機 
　　　　　関や施設等との連携に応じた場合。 
　　　　　（連携回数２回　退院・退所時カンファレンスに参加） 
　　　　　　＊ 初回加算との同時算定は不可です。 
　　　　　　＊ 入院または入所期間中１回を限度に算定します。 
 
　　　　退院・退所加算（Ⅲ）　　　９,９４５円（９００単位/回×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ]  
　　　　　　退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療 



　　　　　機関や施設等との連携に応じた場合。 
　　　　　（連携回数３回　退院・退所時カンファレンスに参加） 
　　　　　　＊ 初回加算との同時算定は不可です。 
　　　　　　＊ 入院または入所期間中１回を限度に算定します。 
　　　　緊急時等カンファレンス加算　２,２１０円（２００単位/回×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ] 
　　　　　　病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の職員とともに利用 
　　　　　者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利 
　　　　　用調整を行った場合 
　　　　　　＊ １ヶ月に２回を限度に算定することが可能。 
 
　　　ターミナルケアマネジメント加算 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　４,４２０円（４００単位/回×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ] 　 
　　　　　・終末期に在宅で死亡した場合（在宅訪問後、２４時間以内に在宅以外で死亡 
　　　　　　した場合を含む）。 
　　　　　・２４時間連絡が取れる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行う 
　　　　　　ことが出来る体制を整備している場合。 
　　　　　・利用者または家族の同意を得た上で、死亡日および死亡日前１４日以内に２ 
　　　　　　日以上居宅を訪問し、主治の医師等の助言医師等の助言を得つつ、利用者の 
　　　　　　状態やサービスの変更の必要性等の把握、利用者への支援実施した場合。 
　　　　　・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等お 
　　　　　　よびケアプランに位置付けたサービス事業者へ提供した場合。 
 
　　　　運営基準減算　　　　所定単位数の５０/１００に相当する単位数 
　　　　[ 算定要件 ] 　 
　　　　　　指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に該当した場合。 
 
　　　　特定事業所集中減算　　２,２１０円（２００単位/月×３級地１１.０５） 
　　　　[ 算定要件 ] 　 
　　　　　　訪問介護、通所介護（地域密着型通所介護を含む）、福祉用具貸与を位置付 
　　　　　けた計画数において、各法人の計画数の占める割合が８０％を超える場合。 
 
　　　　業務継続計画未策定減算　　所定単位数の１/１００に相当する単位数を減算 
　　　　[ 算定要件 ]  
　　　　　　感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合。 
 
　　　　高齢者虐待防止措置未実施減算　　所定単位数の１/１００に相当する単位数を 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減算 
　　　　[ 算定要件 ] 　 
　　　　　　虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を　　　　　
防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めるこ 
　　　　　と）が講じられていない場合。　　 
　　　 
　　（２）交通費および解約料金 
　　　　　　解約料金：徴収いたしません。 
　　　　　　提供範囲内地域：徴収いたしません。 
　　　　　　提供範囲外地域：１㎞につき30円徴収とします。 
 
　　 （３）利用料の支払い方法 
　　　　　　自己負担の料金が発生する場合は、原則としてその都度、現金集金で行いま 
　　　　　す。 
 
 
 
５．サービスの利用方法 



　　・　サービスの利用開始 
　　　①　サービスの申し込み 
　　　　　まずは、お電話等でお申し込み下さい。介護支援専門員が訪問いたします。 
　　　②　介護支援専門員が、居宅介護支援事業の契約を締結していただきます。 
 
　　・　サービスの利用終了 
　　　①　お客様のご都合でサービスを終了する場合 
　　　　　口頭もしくは文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 
　　　②　事業所の都合でサービスを終了する場合 
　　　　　人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場 
　　　　　合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに口頭もしくは文書で通知す 
　　　　　るとともに、地域の他の居宅介護支援事業をご紹介いたします。 
　　　③　自動終了 
　　　　　以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 
　　　　　　・利用者が介護保険施設・特定施設等に入所した場合 
　　　　　　・要介護状態区分が、要支援状態区分や非該当（自立）に認定された場合。 
　　　　　　・お亡くなりになった場合。 
　　　④　その他 
　　　　　利用者及びその家族が事業所及び介護支援専門員に対して本契約を継続し難い 
　　　　ほどの背信行為を行った場合は、口頭もしくは文書で通知することにより、即座 
にサービスを終了させていただく場合がございます。 
 
 
６．当事業所の居宅介護支援の特徴等 
　　（１）運営の方針 
　　　　　LIC居宅介護支援事業所は、「皆さんが長年積み重ねてきた人生を厳粛に受け 
　　　　　とめ、これまでの生き方を踏まえて自らが未来をみつけていくための羅針盤と 
　　　　　なる」という理念のもと、居宅介護支援サービスの提供に努めます。 
　　（２）居宅介護支援の実施概要等 
　　　　　居宅サービス計画書（ケアプラン）の作成に関しては、指定居宅介護支援等の 
　　　　　事業の人員及び運営に関する基準において示されている手法に準じた課題分析 
　　　　　標準項目に沿った個別の手法を用います。 
　　（３）サービス利用のために 
　　　　　・介護支援専門員の変更　　　変更を希望される方はお申し出下さい。 
　　　　　・課題把握（アセスメント）　課題分析標準項目に沿った当事業所方式。 
　　　　　・介護支援専門員への研修　　定期的に研修に参加しています。 
 
 
７．サービス内容に関する苦情 
　　　LIC居宅介護支援事業所は、利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供し

た居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用
者の要望・苦情等に対し、迅速に対応します。 

 
 
　LIC居宅介護支援事業所の苦情・要望等サービス相談窓口 

電　話：０４２－３０２－３４５７　 
担　当：　末　武 

 
　　　［　苦情相談手順　］ 

　　①　苦情受付 
　　②　担当者に連絡（受け付けが担当者の場合、次に進む） 
　　③　担当者より上長に報告（状況により社長に報告） 
　　④　担当者、上長で謝罪及び状況の確認（状況により社長同行）　　　　 
　　⑤　保険者に連絡 
　　⑥　担当者、上長で対応策の検討 
　　⑦　苦情相談シート作成 



　　⑧　社長に対応策の報告 
　　⑨　社長が対応策の承認 
　　⑩　担当者より先方に対応策の報告（状況により上長、社長同行） 
　　⑪　社内に周知 
　　⑫　対応策実施 
　　⑬　状況把握 
　　⑭　保険者に報告 

 
　＊　LIC居宅介護支援事業所以外にも、区市町村の相談・苦情窓口がございます。 
　　　 

　　区市町村名：府中市役所 福祉保健部介護保険課　 
　　担　　　当：介護保険制度担当　 
　　電　　　話： ０４２ ― ３３５― ４０３０　 

 
　　国　保　連：東京都国民健康保険団体連合会　 
　　担　　　当：介護福祉部 介護相談指導課　介護相談窓口担当係　 
　　電　　　話：０３―６２３８―０１７７　 

 
 
８．事故発生時の対応 
　　①　LIC居宅介護支援事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により、事故が 
　　　　発生した場合には速やかに区市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必 
　　　　要な措置を講じます。 
　　②　LIC居宅介護支援事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により、賠償す 
　　　　べき事故が発生した場合には損害に対し賠償をいたします。 
 

９．第三者による評価の実施状況等 

当事業所の第三者による評価の実施状況等は次のとおりです。 

第三者による評価の 

実施状況 

１　あり 実施日 　　年　　月　　日 

評価機関名称   

結果の開示 １　あり　　２　なし 

２　なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10．弊社の概要 



　　　法人種別・名称　　　　　　株 式 会 社 シンクハピネス 
　　　代表者役職・氏名　　　　　代表取締役　糟　谷　明　範 
　　　本社所在地　　　  　　　　東京都府中市清水が丘３－２９－５ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トラットリアＫ＆Ｍ１０１ 
　　　電話番号　　　　　　　　　０４２－３０２－２００６ 
 

 
弊社における主たる事業　　 

　　　　　・居宅介護支援事業　　LIC居宅介護支援事業所 
　　　　　　　　　　　　　（事業所番号　　東京都1373803681） 

　　　　　・訪問看護事業　　　　LIC訪問看護リハビリステーション 
　　　　　　　　　　　　　　（事業所番号　　東京都1363890144） 

　　　　　 ・地域創生事業　　　  the town stand FLAT 
　　　　　　　　　　　　　 （コミュニティカフェ） 

 
 

 
 
　　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◆　居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明い

たしました。 
 

説明日：令和　　　年　　月　　日 
 
　　　　　　事　業　者 
　　　　　　　　　事業者名：　株 式 会 社　シンクハピネス 
　　　　　　　　　事業所名：　LIC居宅介護支援事業所 
　　　　　　　　　所  在  地：　東京都府中市清水が丘３－２９－５ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トラットリアＫ＆Ｍ１０１ 
 
　　　　　　　　　指定番号：　東京都　１３７３８０３６８１ 
 
　　　　　　　　　代 表 者：　　糟　谷　明　範　　　㊞ 

　　　　　　　　　説 明 者：　　末　武　聖　士　　　　㊞ 

 

 
　　◆　私は、契約書および本書面により、事業所から居宅介護支援についての重要な事 
　　　項の説明を受けました。 
 
　　　　　　利　用　者 
 
　　　　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　　㊞　 
 

　　　　　　    住　所：（〒183-) 
　　 

 
 

利用者家族代表者 
 

　　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　 　　  　      (続柄　　　　)  ㊞　 
　 
　　　　　　　住　所：（〒　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 
　　　　代　理　人（代理人を選定した場合） 
 
　　　　　　　氏　名：　　　　　　　　　　　   　      (続柄　　　　)  ㊞　 
　 

　　　　住　所：（〒　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　 
 


